
◆付加保険料制度について
　付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加え
て付加保険料（月々400円）を納めることにより、老
齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
　付加保険料を納めるためには、申し込みが必要で
あり、申し込みをした月分から付加保険料を納める
ことになります。
◆お申し込み先
　町民生活課または郡山年金
事務所にお申し出ください。

◆産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
　この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引
き上げることにより、国民年金の被保険者全体に
よって支えられています。
　出産予定日または出産日が属する月の前月から４
カ月間の国民年金保険料が免除になります。
　届け出は、出産予定日の６カ月前からできますの
で、お早目の届け出をお願いします。
　届け出の用紙は、日本年金機構のウェブサイトか
ら印刷をするか、町民生活課または郡山年金事務所
に備え付けてあります。
問郡山年金事務所　☎024-932-3434
問町民生活課　　　 ☎72-6933
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〜産前産後期間の国民年金保険料が免除になります〜

　皆さんに安心して本を借りていただけるように「図書用除
菌ボックス」を設置しました。
　本を重ならないように置き、スイッチを入れるだけで除菌が
可能です。感染予防対策にご活用ください。

◎図書用除菌ボックスを設置

除菌ボックス

　浅野葵さん（中央さくら保育園）が４回目
のゴール（＝400冊読破）を迎えました。村
上結那さん（小野小学校５年）、村上恒生さ
ん（小野小学校４年）がそれぞれ100冊読破
を達成しました。ゴールを迎えた皆さんに
はそれぞれ記念のバッジと記念品が贈られ
ました。

◎読書マラソン完走

浅野葵さん 村上恒生さん
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